
 

『令和６年度税制改正大綱（５） 公益信託制度改革に伴う改正』 
 

 新しい資本主義が掲げる「民間も公的役割を担う社会」を目指し、公益信託制度の改革が進められて

いる。公益法人と同等の優遇措置のほか、許可制度を廃止し公益信託の定義・要件及び認可基準を法

定し一元的な仕組みが整備される。令和５年３月末時点で公益信託は３８５件、信託財産残高が５５４億

円で、助成額が年間２８億円。【個人所得税】１）公益信託の信託財産

で生ずる所得には所得税を課さない ２）信託財産とするために支出し

た一定の寄附金は、寄附金控除の対象とする ３）公益法人等に対し

て財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税措置につき、〇適用対

象に公益信託の受託者を加える 〇非課税承認を受けた財産を有す

る公益信託の受託者が、信託事務を次の受託者又は他の公益法人

等に引き継ぐ場合、財産移転の届出書を提出すれば非課税措置が

継続される【法人課税】１）公益信託の信託財産に帰せられる収益及

び費用に、委託者及び受託者の段階で法人税を課さない ２）信託財

産とするために支出した一定の寄附金は、特定公益増進法人に対す

る寄附金とする【消費税及び地方消費税】公益信託の財産に係る取

引は、特定収入がある場合の仕入税額控除の調整措置の対象とする 
 

『所得税定額減税の事前広報 財務省・国税庁で順次展開』 
 

 財務省・国税庁はこのほど、昨年１２月に閣議決定された「令和６年度税制改正の大綱」における令和

６年分所得税の定額減税について、法案の国会提出前でも、制度の詳細についてできる限り早急に公

表する方針のもと、実施要領案の周知・広報を開始した。同省はＨＰ上で、「令和６年分所得税の定額減

税の給与収入に係る源泉徴収税額からの控除について」の説明（６頁分）を掲載した。おもな項目は○

令和６年分所得税の定額減税の概要（対象者等）、所得金額の上限

（１，８０５万円以下）○特別控除の額（本人３万円、同一生計配偶者

等１人につき３万円○実施者：主たる給与等の支払者のみ○源泉

徴収税額からの控除の実施方法：令和６年６月１日において主たる

給与等の支払を受ける者を対象として、それ以後直近の扶養控除

等申告書の情報に基づき特別控除の額を計算する。控除しきれな

い部分は、以後令和６年中に支払われる当該給与等から順次控除

する。令和７年分の給与収入に係る源泉徴収税額から控除はしな

い。定額減税しきれない見込者へは、市区町村から各種の給付措置

が行われる予定、他。国税庁ＨＰでも、「定額減税の概要について掲

載しました」として、事前広報を掲載している。 
              

出典元：日本中小企業経営支援専門家協会(JPBM) ※本記事・内容の無断転載を禁じます 
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